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私
は
二
〇
一
九
年
五
月
九
日
の
正
午
過
ぎ
に
内
閣
府
に
対
し
て
、
「
桜
を
見
る
会
」
の
参
加
者
の
選
考
基
準
並
び
に
参
加
者

が
増
え
た
詳
細
か
つ
具
体
的
な
理
由
に
関
す
る
資
料
要
求
を
行
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
が
政
府
は
、
参
加
者
が
増
え
た
詳
細
な
理
由
を
説
明
で
き
る
招
待
者
名
簿
並
び
に
各
省
庁
等
で
の
選
考
基
準
を
示
す

「
推
薦
依
頼
文
書
」
等
を
、
私
が
資
料
要
求
し
た
時
刻
の
一
時
間
余
り
後
に
、
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
で
廃
棄
し
た
と
説
明
し
て
い

る
。
ま
た
電
子
媒
体
も
、
同
時
期
に
廃
棄
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。 

 

甚
大
な
消
費
者
被
害
を
出
し
た
ジ
ャ
パ
ン
ラ
イ
フ
の
山
口
隆
祥
会
長
の
「
受
付
表
」
に
記
さ
れ
て
い
た
「
桜
を
見
る
会
」
の

「
招
待
者
区
分
６
０
」
が
い
か
な
る
招
待
区
分
な
の
か
、
安
倍
首
相
は
「
現
時
点
で
こ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
は
保
有
し
て
い
な

い
」
と
十
二
月
二
日
の
参
議
院
本
会
議
で
答
弁
す
る
等
、
「
桜
を
見
る
会
」
を
め
ぐ
っ
て
は
「
資
料
を
破
棄
し
た
か
ら
判
ら
な

い
」
な
ど
と
、
説
明
を
事
実
上
拒
否
す
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。 

 

招
待
者
名
簿
や
推
薦
依
頼
の
文
書
、
招
待
区
分
を
記
し
た
文
書
等
は
、
常
識
的
に
考
え
て
、
次
年
度
の
準
備
に
必
要
な
文
書

で
あ
り
廃
棄
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
、
私
は
考
え
る
。
税
金
を
使
う
「
内
閣
の
公
的
行
事
」
で
あ
る
「
桜
を
見
る
会
」

を
、
安
倍
晋
三
後
援
会
の
活
動
へ
の
利
用
や
昭
恵
総
理
夫
人
が
大
規
模
に
友
人
と
知
人
を
招
待
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
私
物
化
」
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の
実
態
、
並
び
に
ジ
ャ
パ
ン
ラ
イ
フ
の
山
口
隆
祥
会
長
な
ど
社
会
的
に
問
題
の
あ
る
人
物
を
誰
が
招
待
し
て
い
た
か
等
に
つ
い

て
、
説
明
を
回
避
す
る
た
め
の
「
隠
蔽
」
と
い
う
し
か
な
い
。
説
明
を
回
避
し
、
「
桜
を
見
る
会
」
の
不
都
合
な
真
実
を
隠
す

た
め
に
、
こ
う
し
た
「
隠
蔽
」
、
「
廃
棄
」
が
ま
か
り
通
る
な
ら
ば
、
民
主
主
義
の
危
機
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

安
倍
首
相
は
、
「
遅
滞
な
く
廃
棄
す
る
取
扱
い
」
と
、
十
二
月
二
日
の
参
議
院
本
会
議
で
説
明
す
る
が
、
廃
棄
を
め
ぐ
る
政

府
の
説
明
は
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
。 

し
か
も
、
招
待
者
名
簿
等
の
資
料
の
廃
棄
は
、
い
わ
ゆ
る
「
廃
棄
簿
」
等
へ
の
記
載
も
無

く
、
そ
の
日
時
等
を
示
す
一
切
の
記
録
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
本
当
に
廃
棄
し
た
か
否
か
も
判
ら
な
い
。 

 

そ
こ
で
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

政
府
提
出
資
料
に
よ
る
と
、
招
待
区
分
は
例
え
ば
国
会
議
員
が
「
１
０
」
等
、
毎
年
、
基
本
的
に
同
様
の
区
分
番
号
が
使

わ
れ
て
い
る
。
資
料
を
廃
棄
し
て
い
る
の
に
、
何
を
元
に
し
て
同
様
の
招
待
区
分
を
行
い
、
か
つ
同
様
の
区
分
番
号
等
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
合
理
的
な
説
明
を
さ
れ
た
い
。 

二 

内
閣
府
の
各
省
庁
並
び
に
与
党
等
に
対
す
る
「
推
薦
依
頼
の
文
書
」
に
は
、
「
桜
を
見
る
会
」
の
招
待
に
あ
た
り
ど
う
い

う
人
を
呼
ぶ
の
か
、
各
界
功
労
者
は
何
人
の
枠
か
が
、
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
省
庁
に
つ
い
て
い
え
ば
、
各
省
庁

へ
の
推
薦
依
頼
は
毎
年
同
規
模
で
あ
る
。
内
閣
府
は
、
昨
年
も
同
時
期
に
推
薦
依
頼
の
文
書
を
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け
、
こ
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れ
ら
の
文
書
を
廃
棄
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。 

 
 

し
か
し
、
昨
年
の
「
推
薦
依
頼
の
文
書
」
も
無
く
、
推
薦
の
実
績
人
数
も
判
ら
な
い
下
で
、
何
を
元
に
し
て
例
年
と
ほ
ぼ

同
じ
推
薦
依
頼
文
書
を
作
成
し
、
昨
年
と
同
じ
程
度
の
人
数
の
推
薦
依
頼
を
省
庁
宛
て
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
合
理

的
な
説
明
を
さ
れ
た
い
。 

三 

「
桜
を
見
る
会
」
に
つ
い
て
は
、
「
連
続
し
て
毎
年
同
じ
方
が
呼
ば
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
避
け
て
欲
し
い
と
お
願
い
し
て

い
る
」
と
、
政
府
は
十
一
月
二
十
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
答
弁
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
同
じ
方
が
呼
ば
れ
て
い
る
か
否

か
の
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
に
は
、
前
年
の
招
待
者
名
簿
が
不
可
欠
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
る
。 

 
 

今
年
の
「
桜
を
見
る
会
」
は
、
同
じ
方
が
呼
ば
れ
て
い
る
か
否
か
に
関
し
て
、
政
府
は
い
か
な
る
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
た
の

か
。
省
庁
枠
、
総
理
枠
、
自
民
党
枠
の
各
々
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

二
〇
一
八
年
四
月
一
日
よ
り
前
は
、
「
桜
を
見
る
会
」
の
招
待
者
名
簿
は
一
年
保
存
文
書
で
あ
る
と
、
政
府
は
そ
の
都
度

説
明
し
て
い
る
。 

 
 

い
わ
ゆ
る
「
廃
棄
簿
」
に
は
、
二
〇
一
三
年
か
ら
二
〇
一
七
年
の
「
桜
を
見
る
会
」
招
待
者
名
簿
を
廃
棄
し
た
年
月
日
は

い
つ
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
推
薦
依
頼
の
文
書
を
廃
棄
し
た
年
月
日
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
招
待
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者
名
簿
と
推
薦
依
頼
文
書
は
、
紙
媒
体
と
し
て
保
存
し
て
き
た
の
か
、
又
は
電
子
媒
体
と
し
て
保
存
し
て
き
た
の
か
、
あ
る

い
は
紙
と
電
子
媒
体
の
両
方
な
の
か
。
保
存
の
形
態
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

安
倍
首
相
は
、
招
待
者
名
簿
は
「
遅
滞
な
く
廃
棄
す
る
」
（
同
参
議
院
本
会
議
）
と
答
弁
を
し
て
い
る
。
内
閣
府
の
内
部

で
、
四
月
二
十
二
日
の
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
予
約
の
時
点
で
、
五
月
九
日
に
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け
る
予
定
の
文
書
の
具
体
的
内

容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 
 

ま
た
、
予
約
を
と
る
に
あ
た
っ
て
の
指
示
文
書
並
び
に
メ
ー
ル
等
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
、
「
桜
を
見
る
会
」

の
当
日
に
、
会
場
の
参
加
者
の
チ
ェ
ッ
ク
に
使
用
し
た
招
待
者
名
簿
の
写
し
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
政
文
書
で
あ
る
招
待
者
名

簿
（
原
本
）
、
推
薦
依
頼
文
書
、
並
び
に
「
招
待
者
区
分
６
０
」
の
意
味
が
記
さ
れ
た
文
書
等
を
、
五
月
九
日
に
シ
ュ
レ
ッ

ダ
ー
に
か
け
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
示
す
文
書
並
び
に
メ
ー
ル
等
の
証
拠
は
有
る
か
。
仮
に
有
る
な
ら
ば
、
示
さ
れ
た
い
。 

六 

政
府
は
「
例
年
、
こ
の
時
期
に
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け
て
い
る
」
と
説
明
を
し
て
き
た
。 

 
 

し
か
し
、
政
府
の
公
文
書
の
保
存
期
間
の
説
明
に
よ
る
と
、
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
以
前
は
、
招
待
者
名
簿
等
は
一
年
保

存
期
間
の
文
書
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
〇
一
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
「
桜
を
見
る
会
」
の
招
待
者
名
簿
（
行
政

文
書
）
は
、
「
こ
の
時
期
に
」
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。 
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そ
こ
で
、
一
昨
年
を
含
む
例
年
の
こ
の
時
期
に
、
内
閣
府
大
臣
官
房
人
事
課
が
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け
て
い
る
文
書
の
具

体
的
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
そ
の
際
、
行
政
文
書
と
し
て
の
招
待
者
名
簿
と
、
「
桜
を
見
る
会
」
の
当
日
に
会
場
で

の
参
加
者
の
チ
ェ
ッ
ク
に
使
用
し
た
招
待
者
名
簿
の
写
し
と
を
区
別
し
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

七 

内
閣
府
内
部
に
お
け
る
四
月
二
十
二
日
の
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
予
約
メ
ー
ル
の
公
表
に
よ
り
、
招
待
者
名
簿
原
本
等
の
行
政
文

書
の
廃
棄
を
目
的
と
す
る
予
約
な
ら
ば
、
そ
の
指
示
が
四
月
二
十
二
日
に
は
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
当
然
、
電
子
媒
体
の
招

待
者
名
簿
原
本
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
諸
指
示
も
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
と
、
私
は
考
え
る
。 

 
 

安
倍
首
相
は
「
個
人
情
報
を
含
ん
だ
膨
大
な
量
の
文
書
を
適
切
に
管
理
す
る
等
の
必
要
性
が
生
じ
る
」
か
ら
「
遅
滞
な
く

廃
棄
す
る
」
と
、
同
参
議
院
本
会
議
で
説
明
し
な
が
ら
、
な
ぜ
、
電
子
媒
体
に
つ
い
て
の
廃
棄
が
四
月
二
十
二
日
で
は
な

く
、
五
月
九
日
頃
（
十
二
月
二
日
以
降
の
政
府
に
よ
る
新
た
な
説
明
で
は
五
月
七
日
〜
九
日
）
と
な
る
の
か
、
詳
細
に
説
明

さ
れ
た
い
。
併
せ
て
、
電
子
媒
体
の
招
待
者
名
簿
、
推
薦
依
頼
文
書
、
並
び
に
「
招
待
区
分
６
０
」
を
記
し
た
文
書
の
廃
棄

を
、
い
つ
、
誰
が
誰
に
対
し
て
、
い
か
な
る
手
段
で
指
示
を
行
っ
た
の
か
、
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

八 

政
府
は
、
電
子
媒
体
の
招
待
者
名
簿
等
の
廃
棄
の
日
に
つ
い
て
、
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け
た
同
じ
五
月
九
日
前
後
と
説
明

し
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
二
月
二
日
の
「
桜
を
見
る
会
」
野
党
合
同
追
及
本
部
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
場
に
お
い
て
、
内
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閣
府
の
説
明
者
が
「
つ
め
て
記
憶
を
確
認
し
た
結
果
」
で
あ
る
と
し
て
突
然
、
私
の
資
料
要
求
を
総
務
課
が
人
事
課
に
伝
え

た
の
は
五
月
十
日
だ
と
い
う
新
た
な
説
明
を
行
い
、
同
時
に
電
子
媒
体
の
廃
棄
も
五
月
七
日
〜
九
日
と
い
う
新
た
な
説
明
も

し
た
。 

 
 

し
か
し
、
国
会
答
弁
に
あ
た
り
確
認
し
た
従
前
の
記
憶
が
、
再
び
変
わ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
私
は
極
め
て
重
大
な

疑
念
を
感
じ
る
。
だ
い
た
い
、
毎
年
使
っ
て
い
る
「
招
待
区
分
６
０
」
に
つ
い
て
は
記
憶
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
い
な
い
の

に
、
他
方
で
は
、
電
子
媒
体
廃
棄
に
係
る
パ
ソ
コ
ン
操
作
の
日
付
に
関
す
る
記
憶
に
つ
い
て
は
、
後
か
ら
、
新
た
な
記
憶
が

出
て
く
る
と
い
う
の
も
不
自
然
極
ま
り
な
い
と
、
指
摘
し
て
お
く
。 

 
 

電
子
媒
体
の
招
待
者
名
簿
等
の
廃
棄
の
日
付
に
つ
い
て
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
含
む
サ
ー
バ
に
ロ
グ
等
の
何
ら
か
の
記
録
が

存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
記
録
を
示
し
て
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。 

九 

「
桜
を
見
る
会
」
の
招
待
者
名
簿
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
以
降
に
「
桜
を
見
る
会
の
終
了
を
も
っ
て
使
用

目
的
を
終
え
る
こ
と
」
、
「
個
人
情
報
を
含
ん
だ
膨
大
な
量
の
文
書
を
適
切
に
管
理
す
る
必
要
性
」
を
理
由
に
、
「
保
存
期

間
一
年
未
満
文
書
と
し
」
た
と
の
、
安
倍
首
相
の
答
弁
（
同
参
議
院
本
会
議
）
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

し
か
し
、
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
以
前
は
、
個
人
情
報
を
膨
大
に
含
む
文
書
を
三
年
保
存
、
又
は
一
年
保
存
と
し
て
お
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り
、
政
府
の
説
明
は
文
書
保
存
期
間
の
変
更
に
関
す
る
合
理
的
な
説
明
に
な
ら
な
い
。 

 
 

功
績
並
び
に
功
労
と
関
係
な
く
、
後
援
会
員
や
総
理
夫
人
の
関
係
者
の
招
待
者
が
著
し
く
増
大
し
た
こ
と
を
隠
蔽
す
る
目

的
で
、
い
つ
で
も
廃
棄
で
き
る
保
存
期
間
一
年
未
満
文
書
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
否
定
す
る
場
合
は
、
否
定
す
る
根

拠
並
び
に
合
理
的
理
由
を
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。 

十 

「
桜
を
見
る
会
」
の
推
薦
依
頼
文
書
、
並
び
に
「
招
待
者
区
分
６
０
」
の
意
味
を
記
し
た
諸
文
書
の
廃
棄
は
、
「
桜
を
見

る
会
」
の
終
了
を
も
っ
て
使
用
目
的
を
終
え
る
こ
と
」
、
「
個
人
情
報
を
含
ん
だ
膨
大
な
量
の
文
書
を
適
切
に
管
理
す
る
必

要
が
生
じ
る
」
で
は
、
全
く
説
明
に
な
ら
な
い
。 

 
 

「
桜
を
見
る
会
」
の
推
薦
依
頼
文
書
、
並
び
に
「
招
待
者
区
分
６
０
」
の
意
味
を
記
し
た
諸
文
書
等
の
廃
棄
に
合
理
的
な

理
由
は
無
い
で
は
な
い
か
。
真
相
は
、
隠
蔽
の
た
め
の
廃
棄
で
は
な
い
の
か
。
詳
細
な
説
明
を
求
め
る
。 

十
一 

私
は
五
月
九
日
に
資
料
要
求
を
行
い
、
五
月
九
日
中
に
回
答
を
求
め
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
政
府
に
よ
れ
ば
、
「
資
料
要

求
を
受
け
た
（
内
閣
府
）
総
務
課
が
、
人
事
課
へ
資
料
要
求
の
内
容
を
伝
え
た
の
は
五
月
十
日
だ
」
と
説
明
し
て
い
る
。
政

府
は
、
私
の
資
料
要
求
に
つ
い
て
、
「
（
内
閣
府
）
総
務
課
が
応
え
ら
れ
る
範
囲
の
も
の
と
判
断
し
た
の
で
、
直
ち
に
人
事

課
に
伝
え
な
か
っ
た
」
等
と
説
明
し
て
い
る
。 



 

８ 

 

 
 

し
か
し
、
私
が
要
求
す
る
「
選
考
基
準
」
が
記
さ
れ
た
「
推
薦
依
頼
文
書
」
は
、
内
閣
府
総
務
課
が
保
有
し
て
お
ら
ず
、

加
え
て
「
な
ぜ
参
加
者
が
増
え
た
の
か
」
の
詳
細
な
理
由
を
説
明
で
き
る
招
待
者
名
簿
等
も
同
総
務
課
は
保
有
し
て
い
な

い
。 

 
 

政
府
は
、
私
の
資
料
要
求
に
対
し
て
五
月
九
日
に
何
ら
回
答
し
な
い
ば
か
り
か
、
参
加
者
が
増
え
た
理
由
に
関
す
る
五
月

二
十
一
日
の
衆
院
財
務
金
融
員
会
で
の
私
の
質
問
に
対
し
、
政
府
は
「
廃
棄
し
た
か
ら
判
ら
な
い
」
旨
の
答
弁
を
し
た
。

「
総
務
課
が
応
え
ら
れ
る
範
囲
の
も
の
だ
と
判
断
し
、
人
事
課
に
伝
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
政
府
の
説
明
は
、
虚
偽
で
は
な

い
の
か
。 

十
二 

廃
棄
す
る
は
ず
が
な
い
諸
文
書
を
「
廃
棄
し
た
」
と
し
、
「
廃
棄
し
た
の
で
判
ら
な
い
」
と
、
政
府
が
答
弁
を
繰
り
返

し
て
い
る
現
状
を
見
る
と
、
先
に
「
廃
棄
し
た
か
ら
判
ら
な
い
」
な
る
政
府
の
答
弁
ラ
イ
ン
が
有
り
、
次
に
こ
の
答
弁
ラ
イ

ン
に
沿
う
べ
く
、
諸
文
書
を
廃
棄
し
た
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
作
り
あ
げ
て
い
る
疑
念
を
、
私
は
持
つ
。 

 
 

政
府
が
「
廃
棄
し
た
か
ら
判
ら
な
い
」
等
の
趣
旨
の
答
弁
を
初
め
て
行
う
の
は
、
五
月
二
十
一
日
の
財
務
金
融
委
員
会
で

の
私
へ
の
答
弁
で
あ
る
。
加
え
て
五
月
二
十
一
日
ま
で
に
廃
棄
し
た
日
と
し
て
、
説
明
で
き
る
候
補
と
し
て
挙
が
っ
た
の

が
、
内
閣
府
人
事
課
が
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
使
用
を
予
約
し
て
い
た
五
月
九
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
五
月
九
日
に
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー



 

９ 

 

で
廃
棄
し
た
と
い
う
説
明
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


